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横浜市福祉のまちづくり条例改正（素案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

横浜市では、｢横浜市福祉のまちづくり条例（以下「福まち条例」）｣の改正にあたり、パ

ブリックコメントを実施しました。 

このたび、実施結果と市の考え方をまとめましたのでその概要について報告します。 

 
  
１ 実施概要 

（１） 意見募集期間 

平成 24 年７月９日(月)～平成 24 年８月 10 日(金) 
 

（２） 配布先 

行政関係各課（区広報相談係等）、地域ケアプラザ、横浜市社会福祉協議会、

横浜市身体障害者団体連合会、横浜市老人クラブ連合会、よこはま一万人子

育てフォーラム、横浜市建築設計協同組合、ほか（計 71 か所） 
 

（３） 提出者数と意見数 

提出者数 21 人(市民、障害者団体、設計者など） 

意見数  76 件 
 

（４） 提出方法 

Ｅメール、はがき（リーフレット）、ＦＡＸ、電話、持参 
 

（５） パブリックコメント質問項目別意見数 

 質問項目 意見数 

１ 福まち条例と建築物バリアフリー条例（※）を一本化することにつ

いて  

17 件 

２ 福まち条例の理念を明文化することについて 18 件 

３ 新たに 2,000 ㎡以上の共同住宅を義務規定とし、整備基準の適合を

求めることについて 

19 件 

４ その他 22 件 
 

 

 
２ 提出されたご意見への対応状況 

 対応状況 件数 

１ 素案にご賛同いただいたもの 21 件 

２ 条例改正に反映するもの ４ 件 

３ 意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの ４ 件 

４ 今後の規則改正（整備基準の改正）等の参考とするもの 28 件 

５ その他 19 件 

 

 

 

 

（※）建築物バリアフリー条例 … 横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例 
（平成 16 年条例第 51 号） 



 ３ 主な意見の内容とそれに対する考え方 

（１）福まち条例と建築物バリアフリー条例を一本化することについて 

 主な意見の内容 意見に対する考え方 

１ 一本化が良いと思う。ソフトとハード両面を総合的

にイメージしていくためには有意義である。（ご賛

同いただいた意見 計９件） 

福祉のまちづくりのさらなる充実を目

指し、取り組んでまいります。 

２ 条例の一本化により、分かりやすくなることもある

が、分かりにくくなることもあると思う。何が義務

規定で、何が努力規定なのか、分かりにくくならな

いように工夫が必要。 

改正福まち条例の条文の構成等を工夫

し、分かりやすく規定していきます。

 

（２）福まち条例の理念を明文化することについて 

 主な意見の内容 意見に対する考え方 

１ 理念の明文化に賛成である。理念を明文化すること

は極めて重要で、有意義である。（ご賛同いただい

た意見 計６件） 

福祉のまちづくりのさらなる充実を目

指し、取り組んでまいります。 

２ 市民参画を進める際には、外国人等も意見が出せる

ように意見募集の方法を工夫してほしい。 

様々な方に意見を聴取し、施策に反映

できるよう意見募集の方法を工夫して

行っていきます。 
 

（３）新たに 2,000 ㎡以上の共同住宅を義務規定の対象とし、整備基準の適合を求めることについて 

 主な意見の内容 意見に対する考え方 

１ これまで 1,000 ㎡でも指導を受けてきたため、

2,000 ㎡以上の義務は当然。（ご賛同いただいた意

見 計６件） 

福祉のまちづくりのさらなる充実を目

指し、取り組んでまいります。 

２ 1,000 ㎡以上も義務化になるようにしてほしい。 
 

今回の改正では、バリアフリー法にお

ける義務対象の規模となる 2,000 ㎡以

上としました。 

３ 現在の努力規定（遵守）の整備基準より厳しくなる

のであれば、義務化は反対。 

条例施行規則に定める整備基準につい

ては、改めて市民意見募集を行います。
 

（４）その他の意見 

既存建築物のバリアフリー化の促進、道路のバリアフリー（段差解消）、公園や公共交通

機関のバリアフリー化の促進等に対するご意見がありました。 
 

 
 
４ その他各種団体への説明（６～７月） 

（１） 説明団体（計５団体） 

・障害者団体（３団体：横浜市身体障害者団体連合会、横浜市心身障害児者を守る会連盟、 

横浜重心グループ連絡会～ぱざぱネット～） 

・子育て支援団体（１団体：よこはま一万人子育てフォーラム） 

・福祉活動団体（１団体：横濱ジェントルタウン倶楽部） 

（２）主なご意見 

条例改正の方向性については概ね賛同をいただき、以下のようなご意見がありました。 

・障害者が街に出たときに、声かけがたくさんある雰囲気作りが、ハードと並行して必要。 

・施設等を整備する際の当事者参加を位置づけられないか。完成してからではなく当初から 

参画できると良い。等 
 

 
 
５ 今後のスケジュール（予定） 

平成 24 年 12 月 市会第 4回定例会にて条例改正案上程 議決後公布 

平成 26 年 １月 改正条例 施行 










